
議

案

第

四

号 

 
 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

二

年

二

月

二

十

四

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

港

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

四

条

の

三

中

「

第

九

条

の

四

」

を

「

第

九

条

」

に

、

「

第

九

条

の

五

」

を

「

第

十

条

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２ 

前

項

の

退

職

手

当

の

調

整

額

は

、

同

項

の

退

職

手

当

の

基

本

額

が

支

給

さ

れ

な

い

場

合

に

は

支

給

し

な

い

。

 

 

第

七

条

の

四

第

二

項

各

号

列

記

以

外

の

部

分

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

２ 

前

項

の

基

礎

在

職

期

間

と

は

、

そ

の

者

に

係

る

退

職

（

こ

の

条

例

そ

の

他

の

条

例

の

規

定

に

よ

り

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

し

て

い

る

退

職

を

除

く

。

）

の

日

以

前

の

期

間

の

う

ち

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

在

職

期

間

に

該

当

す

る

も

の

（

当

該

期

間

中

に

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

る

退

職

手



当

の

支

給

を

受

け

た

こ

と

又

は

第

十

一

条

第

五

項

に

規

定

す

る

都

職

員

等

と

し

て

退

職

し

た

こ

と

に

よ

り

退

職

手

当

（

こ

れ

に

相

当

す

る

給

与

を

含

む

。

）

の

支

給

を

受

け

た

こ

と

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

こ

れ

ら

の

退

職

手

当

に

係

る

退

職

の

日

以

前

の

期

間

及

び

第

十

六

条

若

し

く

は

第

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

一

般

の

退

職

手

当

等

（

一

般

の

退

職

手

当

及

び

第

十

二

条

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

支

給

を

受

け

な

か

つ

た

こ

と

又

は

第

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

一

般

の

退

職

手

当

等

の

全

部

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

す

る

処

分

を

受

け

た

こ

と

に

よ

り

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

給

を

受

け

な

か

つ

た

こ

と

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

に

係

る

退

職

の

日

以

前

の

期

間

（

こ

れ

ら

の

退

職

の

日

に

職

員

又

は

第

十

一

条

第

五

項

に

規

定

す

る

都

職

員

等

と

な

つ

た

と

き

は

、

当

該

退

職

の

日

前

の

期

間

）

を

除

く

。

）

を

い

う

。

 

 

第

八

条

中

「

第

九

条

の

五

」

を

「

第

十

条

」

に

改

め

る

。

 

 

第

九

条

か

ら

第

九

条

の

三

ま

で

を

削

る

。 

 

第

九

条

の

四

第

三

項

中

「

第

十

条

第

五

項

」

を

「

第

十

一

条

第

五

項

」

に

改

め

、

同

条

を

第

九

条

と

す

る

。

 

 

第

十

一

条

を

削

る

。

 

 

第

十

条

第

一

項

中

「

の

基

本

額

」

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

次

条

第

一

項

各

号

」

を

「

第

十

六

条

各

号

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

一

条

と

す

る

。

 

 

第

九

条

の

五

を

第

十

条

と

す

る

。

 

 

第

十

三

条

第

一

項

第

一

号

中

「

一

般

の

退

職

手

当

及

び

前

条

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

（

以

下

「

一

般

の

退



職

手

当

等

」

と

い

う

。

）

」

を

「

一

般

の

退

職

手

当

等

」

に

改

め

る

。

 

 
第

十

四

条

か

ら

第

十

四

条

の

三

ま

で

を

削

り

、

第

十

五

条

を

第

十

四

条

と

す

る

。

 

 

第

二

十

条

を

第

二

十

六

条

と

す

る

。

 

 

第

十

九

条

を

削

る

。

 

 

第

十

八

条

第

一

項

中

「

第

十

条

第

五

項

」

を

「

第

十

一

条

第

五

項

」

に

、

「

第

九

条

の

四

」

を

「

第

九

条

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

削

り

、

同

条

を

第

二

十

五

条

と

す

る

。

 

 

第

十

七

条

第

一

項

中

「

第

十

条

」

を

「

第

十

一

条

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

第

九

条

の

五

」

を

「

第

十

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

二

十

四

条

と

す

る

。

 

 

第

十

六

条

を

第

二

十

三

条

と

し

、

同

条

の

前

に

次

の

八

条

を

加

え

る

。

 

（

定

義

）

 

第

十

五

条 

こ

の

条

か

ら

第

二

十

二

条

ま

で

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

一 

懲

戒

免

職

等

処

分 

地

方

公

務

員

法

第

二

十

九

条

の

規

定

に

よ

る

懲

戒

免

職

の

処

分

そ

の

他

の

職

員

と

し

て

の

身

分

を

当

該

職

員

の

非

違

を

理

由

と

し

て

失

わ

せ

る

処

分

を

い

う

。

 

二 

退

職

手

当

管

理

機

関 

地

方

公

務

員

法

そ

の

他

の

法

令

の

規

定

に

よ

り

職

員

の

退

職

（

こ

の

条

例

そ

の

他

の

条

例

の

規

定

に

よ

り

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

し

て

い

る

退

職

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

か

ら

第

二

十

一

条

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

日

に

お

い

て

当

該

職

員

に

対

し

懲



戒

免

職

等

処

分

を

行

う

権

限

を

有

し

て

い

た

機

関

を

い

う

。

た

だ

し

、

当

該

機

関

が

退

職

後

に

廃

止

さ

れ

た

場

合

に

お

け

る

当

該

職

員

に

つ

い

て

は

、

当

該

職

員

の

占

め

て

い

た

職

（

当

該

職

が

廃

止

さ

れ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

職

に

相

当

す

る

職

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

占

め

る

職

員

に

対

し

懲

戒

免

職

等

処

分

を

行

う

権

限

を

有

す

る

機

関

を

い

い

、

こ

れ

ら

の

機

関

が

な

い

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

職

員

の

退

職

の

日

に

お

い

て

当

該

職

員

の

占

め

て

い

た

職

の

任

命

権

を

有

す

る

機

関

を

い

う

。

 

（

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

た

場

合

等

の

退

職

手

当

の

支

給

制

限

）

 

第

十

六

条 

退

職

を

し

た

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

を

し

た

者

に

対

し

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

全

部

を

支

給

し

な

い

。

 

一 

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

て

退

職

を

し

た

者

 

二 

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

失

職

（

同

法

第

十

六

条

第

一

号

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

）

又

は

こ

れ

に

準

ず

る

退

職

を

し

た

者

 

（

退

職

手

当

の

支

払

の

差

止

め

）

 

第

十

七

条 

退

職

を

し

た

者

が

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

を

し

た

者

に

対

し

、

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

差

し

止

め

る

処

分

を

行

う

も

の

と

す

る

。

 

一 

職

員

が

刑

事

事

件

に

関

し

起

訴

（

当

該

起

訴

に

係

る

犯

罪

に

つ

い

て

禁

錮

以

上

の

刑

が

定

め

ら

れ

て

い

る

も

の

に

限

り

、

刑

事

訴

訟

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

三

十

一

号

）

第

六

編

に

規

定

す

る

略

式

手

続

こ  



に

よ

る

も

の

を

除

く

。

以

下

同

じ

。

）

を

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

判

決

の

確

定

前

に

退

職

を

し

た

と

き

。

 
二 
退

職

を

し

た

者

に

対

し

ま

だ

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

て

い

な

い

場

合

に

お

い

て

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

基

礎

在

職

期

間

中

の

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

関

し

起

訴

を

さ

れ

た

と

き

。

 

２ 

退

職

を

し

た

者

に

対

し

ま

だ

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

て

い

な

い

場

合

に

お

い

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

を

し

た

者

に

対

し

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

差

し

止

め

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

一 

当

該

退

職

を

し

た

者

の

基

礎

在

職

期

間

中

の

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

関

し

て

、

そ

の

者

が

逮

捕

さ

れ

た

と

き

又

は

当

該

退

職

手

当

管

理

機

関

が

そ

の

者

か

ら

聴

取

し

た

事

項

若

し

く

は

調

査

に

よ

り

判

明

し

た

事

実

に

基

づ

き

そ

の

者

に

犯

罪

が

あ

る

と

思

料

す

る

に

至

つ

た

と

き

で

あ

つ

て

、

そ

の

者

に

対

し

一

般

の

退

職

手

当

等

を

支

払

う

こ

と

が

公

務

に

対

す

る

信

頼

を

確

保

す

る

上

で

支

障

を

生

ず

る

と

認

め

る

と

き

。

 

二 

当

該

退

職

手

当

管

理

機

関

が

、

当

該

退

職

を

し

た

者

に

つ

い

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

に

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

る

べ

き

行

為

（

在

職

期

間

中

の

職

員

の

非

違

に

当

た

る

行

為

で

あ

つ

て

、

そ

の

非

違

の

内

容

及

び

程

度

に

照

ら

し

て

懲

戒

免

職

等

処

分

に

値

す

る

こ

と

が

明

ら

か

な

も

の

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

を

し

た

こ

と

を

疑

う

に

足

り

る

相

当

な

理

由

が

あ

る

と

思

料

す

る

に

至

つ

た

と

き

。

 

３ 

死

亡

に

よ

る

退

職

を

し

た

者

の

遺

族

（

退

職

を

し

た

者

（

死

亡

に

よ

る

退

職

の

場

合

に

は

、

そ

の

遺

族

）



が

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

前

に

死

亡

し

た

こ

と

に

よ

り

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

権

利

を

承

継

し

た

者

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し

ま

だ

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

て

い

な

い

場

合

に

お

い

て

、

前

項

第

二

号

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

遺

族

に

対

し

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

差

し

止

め

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

４ 

前

三

項

の

規

定

に

よ

る

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

差

し

止

め

る

処

分

（

以

下

「

支

払

差

止

処

分

」

と

い

う

。

）

を

受

け

た

者

は

、

行

政

不

服

審

査

法

（

昭

和

三

十

七

年

法

律

第

百

六

十

号

）

第

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

十

五

条

に

規

定

す

る

期

間

が

経

過

し

た

後

に

お

い

て

は

、

当

該

支

払

差

止

処

分

後

の

事

情

の

変

化

を

理

由

に

、

当

該

支

払

差

止

処

分

を

行

つ

た

退

職

手

当

管

理

機

関

に

対

し

、

そ

の

取

消

し

を

申

し

立

て

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

５ 

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

支

払

差

止

処

分

を

行

つ

た

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

に

至

つ

た

場

合

に

は

、

速

や

か

に

当

該

支

払

差

止

処

分

を

取

り

消

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

第

三

号

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

者

が

そ

の

者

の

基

礎

在

職

期

間

中

の

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

関

し

現

に

逮

捕

さ

れ

て

い

る

と

き

そ

の

他

こ

れ

を

取

り

消

す

こ

と

が

支

払

差

止

処

分

の

目

的

に

明

ら

か

に

反

す

る

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

一 

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

者

に

つ

い

て

、

当

該

支

払

差

止

処

分

の

理

由

と

な

つ

た

起

訴

又

は

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

つ

き

、

無

罪

の

判

決

が

確

定

し

た

場

合

 



二 

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

者

に

つ

い

て

、

当

該

支

払

差

止

処

分

の

理

由

と

な

つ

た

起

訴

又

は

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

つ

き

、

判

決

が

確

定

し

た

場

合

（

禁

錮

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

場

合

及

び

無

罪

の

判

決

が

確

定

し

た

場

合

を

除

く

。

）

又

は

公

訴

を

提

起

し

な

い

処

分

が

あ

つ

た

場

合

で

あ

つ

て

、

次

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

、

当

該

判

決

が

確

定

し

た

日

又

は

当

該

公

訴

を

提

起

し

な

い

処

分

が

あ

つ

た

日

か

ら

六

月

を

経

過

し

た

場

合

 

三 

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

者

に

つ

い

て

、

そ

の

者

の

基

礎

在

職

期

間

中

の

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

 

に

関

し

起

訴

を

さ

れ

る

こ

と

な

く

、

か

つ

、

次

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

、

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

日

か

ら

一

年

を

経

過

し

た

場

合

 

６ 

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

支

払

差

止

処

分

を

行

つ

た

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

者

が

次

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

日

か

ら

一

年

を

経

過

し

た

場

合

に

は

、

速

や

か

に

当

該

支

払

差

止

処

分

を

取

り

消

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

７ 

前

二

項

の

規

定

は

、

当

該

支

払

差

止

処

分

を

行

つ

た

退

職

手

当

管

理

機

関

が

、

当

該

支

払

差

止

処

分

後

に

判

明

し

た

事

実

又

は

生

じ

た

事

情

に

基

づ

き

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

差

し

止

め

る

必

要

が

な

く

な

つ

た

と

し

て

当

該

支

払

差

止

処

分

を

取

り

消

す

こ

と

を

妨

げ

る

も

の

で

は

な

い

。

 

８ 

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

者

に

対

す

る

第

十

三

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

支

払

差

止

処

分

が

取

り

消

さ

れ

る

ま

で

の

間

、

そ

の

者

は

、

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

給

を

受

け

な

い

者

と

み

な

す

。

 

こ  



９ 

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

者

が

当

該

支

払

差

止

処

分

が

取

り

消

さ

れ

た

こ

と

に

よ

り

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

場

合

（

こ

れ

ら

の

規

定

に

よ

る

支

払

差

止

処

分

を

受

け

た

者

が

死

亡

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

権

利

を

承

継

し

た

者

が

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

支

払

差

止

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

に

至

つ

た

と

き

を

含

む

。

）

に

お

い

て

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

既

に

第

十

三

条

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

の

支

払

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

か

ら

既

に

支

払

を

受

け

た

同

条

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

の

額

を

控

除

す

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

が

既

に

支

払

を

受

け

た

同

条

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

の

額

以

下

で

あ

る

と

き

は

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

は

、

支

払

わ

な

い

。

 

 
 

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

支

払

差

止

処

分

を

行

う

と

き

は

、

そ

の

理

由

を

付

記

し

た

書

面

に

よ

り

、

そ

の

旨

を

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

に

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 
 

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

通

知

を

す

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

の

所

在

が

知

れ

な

い

と

き

は

、

当

該

支

払

差

止

処

分

の

内

容

を

当

該

退

職

手

当

管

理

機

関

に

係

る

事

務

所

の

掲

示

場

に

掲

示

す

る

こ

と

等

を

も

つ

て

通

知

に

代

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

の

掲

示

し

た

日

か

ら

起

算

し

て

二

週

間

を

経

過

し

た

日

に

、

通

知

が

当

該

支

払

差

止

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

に

到

達

し

た

も

の

と

み

な

す

。

 

（

退

職

後

禁

錮

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

場

合

等

の

退

職

手

当

の

支

給

制

限

）

 

１０ １１ 

こ  



第

十

八

条 

退

職

を

し

た

者

に

対

し

ま

だ

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

て

い

な

い

場

合

に

お

い

て

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

刑

事

事

件

（

当

該

退

職

後

に

起

訴

を

さ

れ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

基

礎

在

職

期

間

中

の

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

限

る

。

）

に

関

し

当

該

退

職

後

に

禁

錮

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

を

し

た

者

（

当

該

退

職

を

し

た

者

が

死

亡

し

た

と

き

は

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

権

利

を

承

継

し

た

者

）

に

対

し

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

全

部

を

支

給

し

な

い

。

 

２ 

退

職

を

し

た

者

に

対

し

ま

だ

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

て

い

な

い

場

合

に

お

い

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

を

し

た

者

（

第

一

号

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

死

亡

し

た

と

き

は

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

権

利

を

承

継

し

た

者

）

に

対

し

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

占

め

て

い

た

職

の

職

務

及

び

責

任

、

当

該

退

職

を

し

た

者

の

勤

務

の

状

況

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

行

つ

た

非

違

の

内

容

及

び

程

度

、

当

該

非

違

に

至

つ

た

経

緯

、

当

該

非

違

後

に

お

け

る

当

該

退

職

を

し

た

者

の

言

動

並

び

に

当

該

非

違

が

公

務

の

遂

行

に

及

ぼ

す

支

障

の

程

度

並

び

に

当

該

非

違

が

公

務

に

対

す

る

信

頼

に

及

ぼ

す

影

響

を

勘

案

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

全

部

又

は

一

部

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

す

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

一 

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

の

行

為

に

関

し

地

方

公

務

員

法

第

二

十

九

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

懲

戒

免

職

処

分

（

こ  



以

下

「

再

任

用

職

員

に

対

す

る

免

職

処

分

」

と

い

う

。

）

を

受

け

た

と

き

。

 

二 

当

該

退

職

手

当

管

理

機

関

が

、

当

該

退

職

を

し

た

者

（

再

任

用

職

員

に

対

す

る

免

職

処

分

の

対

象

と

な

る

者

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

、

当

該

退

職

後

に

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

に

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

る

べ

き

行

為

を

し

た

と

認

め

た

と

き

。

 

３ 

死

亡

に

よ

る

退

職

を

し

た

者

の

遺

族

（

退

職

を

し

た

者

（

死

亡

に

よ

る

退

職

の

場

合

に

は

、

そ

の

遺

族

）

が

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

前

に

死

亡

し

た

こ

と

に

よ

り

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

権

利

を

承

継

し

た

者

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し

ま

だ

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

て

い

な

い

場

合

に

お

い

て

、

前

項

第

二

号

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

遺

族

に

対

し

、

同

項

に

規

定

す

る

事

情

を

勘

案

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

全

部

又

は

一

部

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

す

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

４ 

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

一

部

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

す

る

処

分

を

行

う

と

き

は

、

一

般

の

退

職

手

当

等

の

う

ち

、

一

般

の

退

職

手

当

に

相

当

す

る

部

分

は

、

第

五

条

の

規

定

に

よ

り

計

算

し

た

額

を

基

準

と

し

て

算

定

す

る

。

 

５ 

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

第

二

項

第

二

号

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

行

お

う

と

す

る

と

き

は

、

当

該

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

の

意

見

を

聴

取

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

６ 

港

区

行

政

手

続

条

例

（

平

成

八

年

港

区

条

例

第

二

十

九

号

。

以

下

「

行

政

手

続

条

例

」

と

い

う

。

）

第

三

章

第

二

節

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

意

見

の

聴

取

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 



７ 

前

条

第

十

項

及

び

第

十

一

項

の

規

定

は

、

第

二

項

及

び

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 
８ 
支

払

差

止

処

分

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

に

関

し

第

二

項

又

は

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

一

部

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

す

る

処

分

が

行

わ

れ

た

と

き

は

、

当

該

支

払

差

止

処

分

は

、

取

り

消

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。

 

（

退

職

を

し

た

者

の

退

職

手

当

の

返

納

）

 

第

十

九

条 

退

職

を

し

た

者

に

対

し

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

た

後

に

お

い

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

を

し

た

者

に

対

し

、

前

条

第

二

項

に

規

定

す

る

事

情

の

ほ

か

、

当

該

退

職

を

し

た

者

の

生

計

の

状

況

を

勘

案

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

（

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

給

を

受

け

て

い

な

け

れ

ば

第

十

三

条

第

三

項

又

は

第

六

項

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

た

者

（

次

条

及

び

第

二

十

一

条

に

お

い

て

「

失

業

手

当

受

給

可

能

者

」

と

い

う

。

）

で

あ

つ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

よ

り

算

出

さ

れ

る

金

額

（

次

条

及

び

第

二

十

一

条

に

お

い

て

「

失

業

者

退

職

手

当

額

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

の

全

部

又

は

一

部

の

返

納

を

命

ず

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

一 

当

該

退

職

を

し

た

者

が

基

礎

在

職

期

間

中

の

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

関

し

禁

錮

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

と

き

。

 

二 

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

の

行

為

に

関

し

再

任

用

職

員

に

対

す

る

免

職

処

分

を

受

け

た

と

き

。

 

こ  



三 

当

該

退

職

手

当

管

理

機

関

が

、

当

該

退

職

を

し

た

者

（

再

任

用

職

員

に

対

す

る

免

職

処

分

の

対

象

と

な

る

職

員

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

に

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

る

べ

き

行

為

を

し

た

と

認

め

た

と

き

。

 

２ 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

第

十

三

条

第

一

項

又

は

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

退

職

手

当

の

支

払

を

受

け

て

い

る

場

合

（

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

を

含

む

。

）

に

お

け

る

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

に

つ

い

て

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

３ 

第

一

項

第

三

号

に

該

当

す

る

と

き

に

お

け

る

同

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

は

、

当

該

退

職

の

日

か

ら

五

年

以

内

に

限

り

、

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

４ 

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

行

お

う

と

す

る

と

き

は

、

当

該

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

の

意

見

を

聴

取

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

５ 

行

政

手

続

条

例

第

三

章

第

二

節

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

意

見

の

聴

取

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

６ 

第

十

七

条

第

十

項

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

（

遺

族

の

退

職

手

当

の

返

納

）

 

第

二

十

条 

死

亡

に

よ

る

退

職

を

し

た

者

の

遺

族

（

退

職

を

し

た

者

（

死

亡

に

よ

る

退

職

の

場

合

に

は

、

そ

の

遺

族

）

が

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

前

に

死

亡

し

た

こ

と

に

よ

り

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

る

権

利

を

承

継

し

た

者

を

含

む

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し



当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

た

後

に

お

い

て

、

前

条

第

一

項

第

三

号

に

該

当

す

る

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

遺

族

に

対

し

、

当

該

退

職

の

日

か

ら

一

年

以

内

に

限

り

、

第

十

八

条

第

二

項

に

規

定

す

る

事

情

の

ほ

か

、

当

該

遺

族

の

生

計

の

状

況

を

勘

案

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

（

当

該

退

職

を

し

た

者

が

失

業

手

当

受

給

可

能

者

で

あ

つ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

失

業

者

退

職

手

当

額

を

除

く

。

）

の

全

部

又

は

一

部

の

返

納

を

命

ず

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

２ 

第

十

七

条

第

十

項

並

び

に

前

条

第

二

項

及

び

第

四

項

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

３ 

行

政

手

続

条

例

第

三

章

第

二

節

の

規

定

は

、

前

項

に

お

い

て

準

用

す

る

前

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

意

見

の

聴

取

に

つ

い

て

準

用

す

る

。
 

（

退

職

手

当

受

給

者

の

相

続

人

か

ら

の

退

職

手

当

相

当

額

の

納

付

）

 

第

二

十

一

条 

退

職

を

し

た

者

（

死

亡

に

よ

る

退

職

の

場

合

に

は

、

そ

の

遺

族

）

に

対

し

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

が

支

払

わ

れ

た

後

に

お

い

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

支

払

を

受

け

た

者

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

退

職

手

当

の

受

給

者

」

と

い

う

。

）

が

当

該

退

職

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

第

十

九

条

第

一

項

又

は

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

死

亡

し

た

場

合

（

次

項

か

ら

第

五

項

ま

で

に

規

定

す

る

場

合

を

除

く

。

）

に

お

い

て

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

が

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

相

続

人

（

包

括

受

遺

者

を

含

む

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

対

し

、

当

該

退

職

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て



の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

に

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

る

べ

き

行

為

を

し

た

こ

と

を

疑

う

に

足

り

る

相

当

な

理

由

が

あ

る

旨

の

通

知

を

し

た

と

き

は

、

当

該

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

通

知

が

当

該

相

続

人

に

到

達

し

た

日

か

ら

六

月

以

内

に

限

り

、

当

該

相

続

人

に

対

し

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

に

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

る

べ

き

行

為

を

し

た

と

認

め

ら

れ

る

こ

と

を

理

由

と

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

（

当

該

退

職

を

し

た

者

が

失

業

手

当

受

給

可

能

者

で

あ

つ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

失

業

者

退

職

手

当

額

を

除

く

。

）

の

全

部

又

は

一

部

に

相

当

す

る

額

の

納

付

を

命

ず

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

２ 

退

職

手

当

の

受

給

者

が

、

当

該

退

職

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

第

十

九

条

第

五

項

又

は

前

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

行

政

手

続

条

例

第

三

章

第

二

節

の

規

定

に

よ

る

通

知

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

第

十

九

条

第

一

項

又

は

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

死

亡

し

た

と

き

（

次

項

か

ら

第

五

項

ま

で

に

規

定

す

る

場

合

を

除

く

。

）

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

死

亡

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

限

り

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

相

続

人

に

対

し

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

に

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

る

べ

き

行

為

を

し

た

と

認

め

ら

れ

る

こ

と

を

理

由

と

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

（

当

該

退

職

を

し

た

者

が

失

業

手

当

受

給

可

能

者

で

あ

つ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

失

業

者

退

職

手

当

額

を

除

く

。

）

の

全

部

又

は

一

部

に

相

当

す

る

額

の

納

付

を

命

ず

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

３ 

退

職

手

当

の

受

給

者

（

遺

族

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

か

ら

第

五

項

ま

で

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

、

当

該

退



職

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

基

礎

在

職

期

間

中

の

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

関

し

起

訴

を

さ

れ

た

場

合

（

第

十

七

条

第

一

項

第

一

号

に

該

当

す

る

場

合

を

含

む

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

お

い

て

、

当

該

刑

事

事

件

に

つ

き

判

決

が

確

定

す

る

こ

と

な

く

、

か

つ

、

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

死

亡

し

た

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

死

亡

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

限

り

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

相

続

人

に

対

し

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

に

懲

戒

免

職

等

処

分

を

受

け

る

べ

き

行

為

を

し

た

と

認

め

ら

れ

る

こ

と

を

理

由

と

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

（

当

該

退

職

を

し

た

者

が

失

業

手

当

受

給

可

能

者

で

あ

つ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

失

業

者

退

職

手

当

額

を

除

く

。

）

の

全

部

又

は

一

部

に

相

当

す

る

額

の

納

付

を

命

ず

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

４ 

退

職

手

当

の

受

給

者

が

、

当

該

退

職

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

基

礎

在

職

期

間

中

の

行

為

に

係

る

刑

事

事

件

に

関

し

起

訴

を

さ

れ

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

刑

事

事

件

に

関

し

禁

錮

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

後

に

お

い

て

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

死

亡

し

た

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

死

亡

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

限

り

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

相

続

人

に

対

し

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

刑

事

事

件

に

関

し

禁

錮

以

上

の

刑

に

処

せ

ら

れ

た

こ

と

を

理

由

と

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

（

当

該

退

職

を

し

た

者

が

失

業

手

当

受

給

可

能

者

で

あ

つ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

失

業

者

退

職

手

当

額

を

除

く

。

）

の

全

部

又

は

一

部

に

相

当

す

る

額

の

納

付

を

命

ず

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

こ  

こ  



５ 

退

職

手

当

の

受

給

者

が

、

当

該

退

職

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

当

該

退

職

に

係

る

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

の

算

定

の

基

礎

と

な

る

職

員

と

し

て

の

引

き

続

い

た

在

職

期

間

中

の

行

為

に

関

し

再

任

用

職

員

に

対

す

る

免

職

処

分

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

、

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

こ

と

な

く

死

亡

し

た

と

き

は

、

当

該

退

職

に

係

る

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

死

亡

の

日

か

ら

六

月

以

内

に

限

り

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

相

続

人

に

対

し

、

当

該

退

職

を

し

た

者

が

当

該

行

為

に

関

し

再

任

用

職

員

に

対

す

る

免

職

処

分

を

受

け

た

こ

と

を

理

由

と

し

て

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

（

当

該

退

職

を

し

た

者

が

失

業

手

当

受

給

可

能

者

で

あ

つ

た

場

合

に

あ

つ

て

は

、

失

業

者

退

職

手

当

額

を

除

く

。

）

の

全

部

又

は

一

部

に

相

当

す

る

額

の

納

付

を

命

ず

る

処

分

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

６ 

前

各

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

に

基

づ

き

納

付

す

る

金

額

は

、

第

十

八

条

第

二

項

に

規

定

す

る

事

情

の

ほ

か

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

相

続

財

産

の

額

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

相

続

財

産

の

額

の

う

ち

前

各

項

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

が

相

続

又

は

遺

贈

に

よ

り

取

得

を

し

た

又

は

取

得

を

す

る

見

込

み

で

あ

る

財

産

の

額

、

当

該

退

職

手

当

の

受

給

者

の

相

続

人

の

生

計

の

状

況

及

び

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

に

係

る

租

税

の

額

を

勘

案

し

て

、

定

め

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

相

続

人

が

二

人

以

上

あ

る

と

き

は

、

各

相

続

人

が

納

付

す

る

金

額

の

合

計

額

は

、

当

該

一

般

の

退

職

手

当

等

の

額

を

超

え

る

こ

と

と

な

つ

て

は

な

ら

な

い

。

 

７ 

第

十

七

条

第

十

項

並

び

に

第

十

九

条

第

二

項

及

び

第

四

項

の

規

定

は

、

第

一

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

に

よ

る

処

分

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 



８ 

行

政

手

続

条

例

第

三

章

第

二

節

の

規

定

は

、

前

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

十

九

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

意

見

の

聴

取

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

（

人

事

委

員

会

に

よ

る

調

査

審

議

）

 

第

二

十

二

条 

特

別

区

人

事

委

員

会

（

以

下

「

人

事

委

員

会

」

と

い

う

。

）

は

、

退

職

手

当

管

理

機

関

の

諮

問

に

応

じ

、

次

項

に

規

定

す

る

退

職

手

当

の

支

給

制

限

等

の

処

分

に

つ

い

て

調

査

審

議

す

る

。

 

２ 

退

職

手

当

管

理

機

関

は

、

第

十

八

条

第

二

項

第

二

号

若

し

く

は

第

三

項

、

第

十

九

条

第

一

項

、

第

二

十

条

第

一

項

又

は

前

条

第

一

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

に

よ

る

処

分

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

退

職

手

当

の

支

給

制

限

等

の

処

分

」

と

い

う

。

）

を

行

お

う

と

す

る

と

き

は

、

人

事

委

員

会

に

諮

問

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３ 

人

事

委

員

会

は

、

第

十

八

条

第

三

項

、

第

二

十

条

第

一

項

又

は

前

条

第

一

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

か

ら

申

立

て

が

あ

つ

た

場

合

に

は

、

当

該

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

に

口

頭

で

意

見

を

述

べ

る

機

会

を

与

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

４ 

人

事

委

員

会

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

退

職

手

当

の

支

給

制

限

等

の

処

分

に

係

る

事

件

に

関

し

、

当

該

処

分

を

受

け

る

べ

き

者

又

は

退

職

手

当

管

理

機

関

に

そ

の

主

張

を

記

載

し

た

書

面

又

は

資

料

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

、

適

当

と

認

め

る

者

に

そ

の

知

つ

て

い

る

事

実

の

陳

述

又

は

鑑

定

を

求

め

る

こ

と

そ

の

他

必

要

な

調

査

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

５ 

人

事

委

員

会

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

退

職

手

当

の

支

給

制

限

等

の

処

分

に

係

る

事

件

に



関

し

、

関

係

機

関

に

対

し

、

資

料

の

提

出

、

意

見

の

開

陳

そ

の

他

必

要

な

協

力

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

 
６ 
前

各

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

退

職

手

当

の

支

給

制

限

等

の

処

分

に

つ

い

て

の

調

査

審

議

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

人

事

委

員

会

が

定

め

る

。

 

 

付

則

第

五

条

中

「

第

九

条

の

四

第

一

項

」

を

「

第

九

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

付 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

の

退

職

に

係

る

退

職

手

当

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

退

職

に

係

る

退

職

手

当

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

（

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 

３

 

港

区

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

十

八

年

港

区

条

例

第

六

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

付

則

第

五

項

中

「

第

九

条

の

五

第

一

項

」

を

「

第

十

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 
 

付

則

第

六

項

中

「

第

九

条

の

五

第

六

項

」

を

「

第

十

条

第

六

項

」

に

改

め

る

。

 

（

公

益

的

法

人

等

へ

の

港

区

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 



４ 

公

益

的

法

人

等

へ

の

港

区

職

員

の

派

遣

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

四

年

港

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

六

条

第

一

項

中

「

退

職

手

当

条

例

第

十

条

第

一

項

」

を

「

退

職

手

当

条

例

第

十

一

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

第

十

条

」

を

「

第

十

一

条

」

に

改

め

る

。

 

（

説 

明

）

 

 

退

職

手

当

制

度

の

一

層

の

適

正

化

を

図

る

た

め

、

不

祥

事

を

起

こ

し

た

職

員

に

係

る

退

職

手

当

に

つ

い

て

、

新

た

な

支

払

差

止

め

、

支

給

制

限

及

び

返

納

の

制

度

を

設

け

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


